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「東京都における医療情報の理解促進に向けた取組」         
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「ＡＣＰ（アドバンス･ケア･プランニング)のすすめ方 

            ～その人らしく意思決定するために～」 

     質疑応答 

16:55 Ⅲ  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



東京都における 
医療情報の 

理解促進に向けた取組 

東京都福祉保健局 

医療政策部医療政策課  

医療改革推進担当 上原 英子 

医療に関する情報提供と理解の促進 

より良い医療、納得できる医療を受けるた

めには、都民（患者・家族）自身が医療を正

しく理解し、医療従事者と信頼関係を築くと

ともに、適切な行動をとることが必要 
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医療に関する情報提供と理解の促進 

 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提

供に資するよう、医療提供施設相互間の機能

の分担及び業務の連携の重要性についての理

解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療

に関する選択を適切に行い、医療を適切に受

けるよう努めなければならない。 

（医療法第６条の二第３項） 

理解促進のための都の取組 

  

     

 

１ 医療に関する情報の提供 

２ 対話の機会の提供 

 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 
 (2)「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」 
 (3)「東京都こども医療ガイド」 

 医療に関する理解を深める講座等の開催を推進 

３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 

 医療情報の理解促進に関する研修会 
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・医療機関案内サービス：３６５日２４時間 

・医療福祉相談：月～金 午前９時～午後８時 
          （祝日、１２/２９～１/３除く） 

☎０３-５２７２-０３０３ 

東京都医療機関案内サービス               

1 医療に関する情報の提供 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 

1 医療に関する情報の提供 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 

【PCトップページ】 【スマホトップページ】 
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1 医療に関する情報の提供 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 

医療情報サービス 

中国語 韓国語 タイ語 スペイン語 英語 

外国人患者からの問合せに対し、相談員が電話で対応 

≪都内外国人患者向け≫ 

毎日９時～２０時 

（相談例） 
・母国語対応できる医療機関の紹介 
・保険制度について 
                      など 

  

 

 

 

 

   

1 医療に関する情報の提供 ※参考 

救急通訳サービス 

英語 中国語 韓国語 タイ語 スペイン語 フランス語 

救急で来院した外国人患者が言葉が通じないため、 
診療等に支障がある場合に、電話による通訳を実施 

≪都内医療機関向け≫ 

＜英語・中国語＞      
 平日    １７時から翌朝９時 
 土日祝日   ９時から翌朝９時 

＜韓国語・タイ語・スペイン語・フランス語＞ 
 平日    １７時から２０時 
 土日祝日   ９時から２０時 
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1 医療に関する情報の提供 (2)「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」 

普及啓発用 
リーフレット 
（三つ折り） 

啓発用冊子 
(A5判) 

  

 

 

 

 

   

1 医療に関する情報の提供 (2)「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」 

知って安心 暮らしの中の医療情報ナビ 検索 （ホームページ） 
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1 医療に関する情報の提供 (3)「東京都こども医療ガイド」 

東京都こども医療ガイド 検索 

理解促進のための都の取組 

  

     

 

１ 医療に関する情報の提供 

２ 対話の機会の提供 

 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 
 (2)「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」 
 (3)「東京都こども医療ガイド」 

 医療に関する理解を深める講座等の開催を推進 

３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 

 医療情報の理解促進に関する研修会 
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2 対話の機会の提供 医療に関する理解を深める講座等の開催を推進 

・都民向けの健康講座等（地区医師会等） 

・患者への説明（医療機関等） 

≪講演テーマ例≫ 
◆緊急時の対応について 
◆医師への上手なかかり方 
◆病院と診療所の役割の違いと地域医療連携について 等 

医療に関する講座等の開催を 
推進しています。 

 対象：都民等 

・区市町村事業（母子保健事業、介護予防等） 

★「医療情報ナビ」を活用してみませんか？ 

理解促進のための都の取組 

  

     

 

１ 医療に関する情報の提供 

２ 対話の機会の提供 

 (1)「東京都医療機関案内サービスひまわり」 
 (2)「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」 
 (3)「東京都こども医療ガイド」 

 医療に関する理解を深める講座等の開催を推進 

３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 

 医療情報の理解促進に関する研修会 
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３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 医療情報の理解促進に関する研修会 

業務や事業を通じて都民（患者・家族

等）に医療に関する情報の理解を促す
機会を持つ関係機関の職員を対象とし
た研修会を開催し、都民の理解を支援

する人材を養成。 

【対象】 

  

 

 

 

 

   

３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 医療情報の理解促進に関する研修会 

都民が医療を受けるにあたり、主体的

に選択・判断するための基盤となる医
療情報の正しい理解を進め、また、患
者と医療従事者とのより良い関係の構

築を図る。 

【目的】 
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３ 理解を促進する人材の裾野の拡大 医療情報の理解促進に関する研修会 

≪今回の研修テーマ≫ 

 

  ACP（アドバンス･ケア･ 

  プランニング)のすすめ方 
   ～その人らしく意思決定するために～ 

◆目的 

 在宅や施設等の住み慣れた暮らしの場における看取りを支援する。 

 

◆（平成３０年度）実施内容 

 ①看取り研修の実施 
  ・看取り研修【基礎編】（医師向け） 

  ・看取り研修【実践編】（「在宅編」、「施設編」） 

 ②環境整備に対する支援 
    【看取り環境整備支援事業】 

     看取りを行う環境を整備する事業所等を支援する区市町村に対する補助を実施 

     （１）既存施設において看取りを行うために実施する改修等 

     （２）「看取り期まで対応する小規模な地域の住まい」を整備・開設する事業 

    【「看取り期まで対応する小規模な地域の住まい」看取り対応支援費補助】 

    補助対象住まいに対し、開設後において継続的に必要な体制を整えるための費用を支援 

平成30年度  
暮らしの場における看取り支援事業 

【参考１】 
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19 

都民向け普及啓発リーフレット 

出典：東京都福祉保健局都民向けリーフレット「最期まで自分らしく暮らし続ける～私が私らしい最期を迎えるために～」 

【参考２】 

- 10 -



ACP 
(アドバンス・ケア・プランニング） 

のすすめ方  
 

～その人らしく意思決定するために～    

東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合診療部 
  臨床倫理委員会 
  臨床倫理コンサルテーションチーム 
  緩和ケアチーム 

            三浦 靖彦 

日本の高齢化の状況 

 日本の人の平均寿命 2018年７月 厚労省簡易生命表 

男性  

女性  

 日本の65歳以上の高齢者人口は、 

２０１8年9月１6日現在推計 

   

総人口に占める割合（高齢化率） 

8７．26歳 
 

８1．09歳 
 

２8．1% 
 

３,５57万人 
 

総務省報告 
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3 

日本の高齢化の状況 

平成27年人口動態統計月報年計（概数）の概況 厚生労働省 
主な死因別にみた死亡率（人口 10 万対）の年次推移 

肺炎による死亡も増加している 
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加齢とともに肺炎が死因となりやすい 

平成27年人口動態統計月報年計（概数）の概況 厚生労働省 

性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合（H27） 

肺炎の救急患者が増える！ 

認知症患者は予想以上に増加している 

高齢・認知症・肺炎の救急患者が増える！ 

救命センターは大変！ 医療資源の公平・公正な配分 

2030年に800万人！ 
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これも、いかがなものか・・・ 

救命センターに来たなら 
フルコースでしょ？ 

死亡確認のためだけの 
救急要請はやめて！ 
・・・という声も・・ 
 
 医療資源の有効活用 

高齢・多死社会  
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単一疾患の治療の概念から 
 

 Multi morbidity（多疾患併存） 
 Frailty（フレイル：脆弱性） 
     

のコントロールの概念へ 

医療におけるパラダイムシフト 

CUREからCAREへ  
  QOLの概念の登場 1990年ごろ 
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医学会新聞 第３２１６号 2017年3月20日 
 

今後の生活（自分らしい生き方・逝き方） 

を具体的に計画していますか？ 

老い支度 「終活」 
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しかし、 

生活設計の最終局面も考えなくては・・・ 

あなたは、人生の最後の時間を 

  どのように過ごしたい（生きたい）と 

             考えていますか？ 

   （事前指示、リビング・ウィル） 
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病院

診療所

介護老人保健施設

老人ホーム

施設外（自宅）

在宅死は難しい状況です 

昔は家で死ぬのが普通でした。 かかりつけ医の存在も大きかった。 
いつしか、｢出来ることは何でもしてください！｣になってしまいまし
た。 
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最後は病院で・・・  と、考えていても・・・ 

野村病院 天内愛美さん 画 

肺炎を起こして救急車を呼びました・・・ 

 A救急病院へ行った所、あっという間に人工呼吸器が
つけられ、点滴もたくさん入り、胃ろうも 
付けられ・・・  
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ですので、 

 

それなりの年齢に達したら、 

 

ご家族や、主治医（かかりつけ医）、 

ケアマネさん達と、ある程度の計画が 

      練られていると良いでしょう。 

 

これを支えるのが意思決定支援 

 しかし、入院を契機に、それまで介護に頑張っていた
家族にも、どっと疲れが出て・・・ 

  

 「もう、家では引き取れません！！」 
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病院にも事情があって・・・ 
 
  急性期病院と長期療養型病院の仕組みに違いがあるので、   
  急性期病院での長期の入院は難しいのです。  

追い出され感 
見捨てられ感 
 

     
あなたは、どのように過ごして行きたいか、
将来、病気になったら、どのような医療を
受けたいか、受けたくないかについてたこ
とはありますか？ 

激動する現代において    

その考えを、誰かにきちんと伝えていますか？ 
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医療に対する希望を表明するって、
どんなものがあるのか知ってる？ 

リビング・ウイル-Living Will 
終末期医療における事前指示書 

 この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものであります。 
 したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または
撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。 
私の傷病が、現在の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っている

と診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置
はお断りいたします。 

ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用
により十分な緩和医療を行ってください。 

私が回復不可能な遷延性意識障害（持続的植物状態）に陥った時は生命
維持措置を取りやめてください。 

 以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとと
もに、その方々が私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にある
ことを付記いたします。 
枠内は必ずお書きください 申込日 年  月  日 
フリガナ 

氏 名（自署） 
男・女 年  月  日生 

□□□-□□□□ 
住 所 

TEL     -     - 
携帯     -     - 

日本尊厳死協会: "リビングウィルとは". より転載 
http://www.songenshi-kyokai.com/living_will.html [2018.11.16閲覧] 
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しかし、尊厳死宣言書だけでは、救急の
現場で困ることが多いのも事実です。 

・この状態は、終末期と言い切れない 
 

・この状況において、無駄な延命治療とは何を指すのか？ 
 

・患者さんが、どのような背景・価値観・死生観から尊厳
死宣言書を書いたのかが不明 

救急センターの医師たちは、ジレンマに陥っています 

事前指示 (Advance Directive) 
           1990年頃登場 

昏睡状態や植物状態、重度の認知症などで、自
分自身の受ける医療行為について、自分で決め
ることが出来なくなってしまったときに備えて、
意識がはっきりとしているうちに、自分の受け
たい、または受けたくない医療行為についての
希望を表明しておくこと。 

         （文書として残す） 
   代理人指名 

   口頭で伝えておくだけでも有効 (米国自然死法) 

 

リビング･ウィル  
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｢癌の末期状態で、治癒の見込みがなくなったら、痛みを抑える
治療は十分して欲しいが、いわゆる延命治療はして欲しくないと
文書にして残しておく｣ 

「肺の病気（慢性呼吸不全）で長年通院中。 

病気が悪化したときは、人工呼吸器の使用を含め、考え得るすべての医療行為を行っ
てほしいと、配偶者に伝えておく」  

「具体的な医療行為は想像できないが、自分が判断能力のない病状に陥ってしまった
ら、自分に行われる医療行為に関するすべての決定権をAという人物に任せると、指
示しておく」 

事前指示に関する過去の研究 
JAMA 276：1652-1656, 1996  

AJKD 37, 1216-1222, 2001 

AJKD 47, 122-130, 2006 

 

高度認知症患者の透析継続を推奨しますか？ 
  日本98%継続 米国98%中止！ 

  しかし、患者・家族の希望を尊重という意識は、 

  日本、米国、ドイツに共通 
 

日本の透析患者は、事前指示をしたいと考えている。 
 

日本の透析患者は、自分の希望を、家族や主治医は 

理解してくれていると思っている。 
 

 

患者の終末期に対する希望を、家族・主治医は
全く理解していない。（米国） 
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事前指示に関する過去の研究 
AJKD 47, 122-130, 2006 

 
 

 

日本でも、患者の終末期に対す
る希望を、家族・主治医は全く

理解していなかった。 

 

三浦靖彦、浅井篤ほか：より良いインフォームドコンセントのために, 2003 

日本透析医学会のガイドラインは2014年 

透析患者用事前指示書 
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 尊厳死協会のリビングウィル
には代理人指名や、証人の欄が
なく、不十分ではないかと考え、
熊本大学大学院教授である浅井
篤先生と考案したフルコースで
選択できるリビングウィルが
載っています。 
 
 
2006年 医療文化社 3800円（税別） 

一般人向け事前指示書 

浅井篤ほか 重症疾患の臨床倫理指針 医療文化社 
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POLST ：Physician Orders for Life Sustaining Treatment 

  生命維持治療に関する医師の指示書 2010年頃から 

POLST, MOLST：米国では法的効力あり！ 

201５年 

日本版POLSTを作成しました 
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実際の現場で役立つのは尊厳死宣言書でも、
具体的な指示でもなく・・・ 

人生観・価値観・死生観 

ものがたり・ナラティブ 

このような状況だったら、この人は、 
何を希望する（どう判断する）だろうか？ 
  が解ると、医療者も家族も助かる 

アドバンス・ケア・プランニング 

ACP 

ACP,POLST,AD,DNARの概念図 

現時点 

死亡 

人生観 
死生観 

36 

 POLST 

 自己決定不能 

AD 

DNAR 
心肺停止 

≒ALP ものがたり 
ナラティブ 
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生命の二重の見方 清水 

            生命 
 

 

 

 

 

                    

                                                            

物語られるいのち 
ナラティブ

（narrative） 
人々との関わりで形成 

 

生物学的な生命 
数値データ、evidence 

                 

価値観・人生観・
死生観を反映 

QOL・ 
 本人らしさ 

そのとき
の状況 

医師よりも、
ケアチーム 
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１）患者の意思は変化しうるものであり、医療・ケア
の方針についての話し合いは繰り返すことが重要であ
ることを強調すること。（ACP) 
 
 ２）患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能
性があることから、その場合に患 者の意思を推定する
者について、家族など信頼できる者と事前に繰り返し
話し合っておくことが重要であること。(代理人指名）  
 
３）病院だけでなく介護施設・在宅の現場も想定した
ガイドラインとなるよう、配慮すること。  
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E-FIELD 
Education For Implementing End-of-Life Discussion 

STEP1 

「意思決定能力の評価の実際」 

E-FIELDより 

意思決定能力を慎重に評価すべき状況 

• 話し合いの内容が複雑である 

• 決定内容が深刻な結果をもたらす可能性がある 

• 表明する決定内容が相手によって異なる 

• 意思決定能力の評価が医療者の間で異なる 

• 患者と評価者との間に利害対立がある 

 

（イギリス2005年意思能力法・行動指針） 

E-FIELDより 
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意思決定能力を評価する際の注意点 

• 認知機能の低下や精神疾患の既往だけで意思

決定能力の欠如を判定してはならない 

• 年齢、病名、外見、行動、社会背景から判定

されるものではない 

• 評価の前に意思決定能力を高める 

  （エンパワーメント） 

• 求められる意思決定能力のレベルは、状況や

内容よって異なる 

 

 

E-FIELDより 

E-FIELD 
Education For Implementing End-of-Life Discussion 

STEP2 

「患者と治療方針について合意する」 

E-FIELDより 
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「患者にとって最善の決断」を行う上で、
医療者が患者に提供するべきこと 

患者自身の病状 

医療を受けないとどうなるのか？ 

医療の選択肢はなにか？ 

それぞれについて、医療を受けることで、患者が得る利

益は何か？想定される不利益は何か？ 

専門家としての推奨は何か？ 

想定される不利益を最小限にするため、医療者が準備し

ていること 

E-FIELDより 

患者の理解を高める方法 

• わかりやすい説明 
• 用語の工夫（特に「高い 低い」とか） 

• 利益と不利益、そのバランスの伝え方 

• 目的と手段とを分ける 
 

• 理解を促進するツール 
• DVDやパンフレットなど 

• 医師以外による補助的な説明 
 

• 理解を確認する 
• 「わかりました」では理解は確認できない 

 

E-FIELDより 

- 33 -



「医学的最善」と「患者にとっての最善」 

• 「医学的最善」が「患者にとって最善」とは限
らない 

• 「医学的に無益」なことが必ずしも 「患者に
とって無益」とは限らない 

• 「患者の選好」＝「患者にとって最善の選択
肢」では必ずしもない 

医療者は患者のことに対して素人であ
ることを忘れない 

E-FIELDより 

アドバンス・ケア・プランニング 

 
 将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、
患者さんを主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケ
アチームが、繰り返し話し合いを行い、患者さんの意
思決定を支援するプロセスのことです。 
患者さんの人生観や価値観、希望に沿った、将来の医
療及びケアを具現化することを目標にしています。 
                （日本医師会） 
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2010年 EDITEX社 483円（税込み） 

｢自分らしい生き死にを考える会
（会長 渡辺敏恵医師）｣で、 

｢私の生き方連絡ノート｣を作成
しました。 

 

 自筆で書き込む形式をとって
おり、自分の人生を振り返りな
がら、今後を考えるものです。 

 左ページには例示が載ってお
り、初めての人にも書きやすい
ように考えています。 
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2015年 EDITEX社 
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    ACPのロールプレイ 

- 37 -



あなたは、３５歳の働き盛りの主婦です。 
 
２５歳の時に5歳年上の男性と結婚し、現在６歳女子と４歳男子がいます。 
子供は順調に育っており、自慢の家族です。 
 
車で20分のところに実の両親（７０歳、６５歳）が暮らしていますが、長男夫婦
と同居しており、両親は、健康にも、暮らしにも大きな問題はありません。夫の
両親も長野の実家に夫の姉夫婦と同居しており、心配ありません。 
 
数年前から、時折胃の鈍い痛みを感じていましたが、ストレス性胃炎だろうと、
胃薬を飲んでごまかしていましたが、最近特に痛みがひどく、食欲も落ち、体重
も５Kg減ってしまったため、決心して病院で胃カメラを実施したところ、ステー
ジⅣの胃がんと診断されました。 
5年生存率は10％以下と伝えられました。 
とりあえず、化学療法・放射線療法など、考えられる治療はすべて受けようと
思っています。主治医チームは信頼できるので、治療に対する不安は、ほとんど
ありません。 
 
両親のことは、兄に任せられるのでまずまず安心なのですが、夫と子供のことが
気がかりでなりません。また、なぜ自分が、こんな病気になってしまったのか、
納得がいかない気持ちもあります。 
でも、落ち込んでばかりいても仕方ないので、残された時間を有意義に使いたい
という気持ちも芽生えてきています。 

二人一組で 
  （じゃんけんで勝ったら患者） 
 
 担当者役、患者役をしてみましょう 
 
  1分間、役になりきる。 
 
担当者役は、どのように聞き出すか考えま
しょう。 
 
ノートへの記載を促しながらの会話をしてみ
てください（5分間） 
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担当者から 
 
「いろいろ辛いことがたくさんあるかと思う
のですが、今日は、治療以外のお話をしたい
と思っていますが、よろしいですか？」 
 
「Aさんの、これからの時間の過ごし方につい
て、よろしければ、お話ししたいのです
が・・・」 
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発表 
 
 担当者役の人 
  このような質問をするのはいかがでしたか？ 

 
 患者役の人 
  このような内容を考えてみて、どう感じましたか？ 
  質問してくれる相手に対して、どう感じましたか？ 
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事前指示・ACPは、いつ 
   作成したらよいでしょうか？ 

がんなどの終末期になってからでは遅い気がします 
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リビングウィル・ACPが大切 
 

家族と話し合っておくことが大切 
  

本人の強い意志と、周囲が叶えてあげたいという
強い意志が一致することが大切。 
 

 

法的効力云々でなく・・・ 
  

 強要するためのものでなく、共有するために！ 

 

患者さんと家族のものがたり（ナラティブ）を知
ることが大切なのです。 
 

普段から話し合い、死生観を共有しておく 

死後の家族の心のケアにも：グリーフ・ケア 

アドバンス・ケア・プランニングの効用 

患者の自己コントロール感が高まる 
   Morrison, J Am Geriat Soc. 2005 
 

死亡場所との関連（病院死の減少） 
    Degenholtz, Ann Intern Med. 2004 

 
代理決定者－医師のコミュニケーションが改善 
    Teno J. JAGS 2007 
           

より患者の意向が尊重されたケアが実践され、患者と家
族の満足度が向上し、遺族の不安や抑うつが減少する 
    Detering K, BMJ 2010 
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医療・介護関係者から
言われないと 

ACPってできないの？ 

生き方・逝き方を選ぶのは、個人の権利では？ 
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逝き方なんて、縁起でもないって言う人には 

地域包括ケアシステム  
 

Age in place: 住み慣れた街で、安心して・・ 
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ACP 

現時点 

  

  病気に罹患 

≒ALP 

  最終段階 

死亡 

地域>かかりつけ医＞病院医 

かかりつけ医>病院医 

最終段階の担当者 

入院時は 
病院医 

ACPを地域で繋ぎましょう  

人生観 
死生観 
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三浦靖彦講師略歴 

 

 

現職：東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 診療部長 

       東京慈恵会医科大学附属柏病院 臨床倫理委員会委員長 

       臨床倫理コンサルテーションチーム・責任者、緩和ケアチーム 

 

昭和５７年  ３月  東京慈恵会医科大学 卒業 

 

昭和５９年  ４月  同大学第２内科学教室（現 腎臓高血圧内科）入局 

 

昭和６１年  ９月  岡崎国立共同研究機構 生理学研究所 研究員 

 

昭和６３年  ６月  国立佐倉病院内科医長（透析センター医長） 

 

平成１０年  ４月  （財）航空医学研究センター研究指導部長 

 

平成１７年１０月  医療法人財団慈生会野村病院 副院長 

 

平成２６年  １月  東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 講師 

 

平成２６年  ４月  東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 診療部長 

 

平成２８年  ６月  東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 准教授 
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